




















 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

決定事実・発生事実に関する情報の適時開示業務フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

決定事実・発生事実の 

生じた部門・子会社 

管理部 IR 担当 

情報取扱責任者 

報告 

取締役会 

承認 

情報取扱責任者 

管理部 IR 担当 

開示指示 

証券取引所（TDnet） 

情報開示 

報告 

開示資料 

作成指示 

開示資料 

原案提出 

開示資料 

開示有無 

相談 

証券取引所 

 相談 

代表取締役社長 

開示資料 

【決定事実の場合】 【発生事実の場合】 

承認 

当社ホームページ掲載 

TDnet で掲載を確認（目視） 



 

 

決算に関する情報の適時開示業務フロー 

 

経理財務部 

（決算処理・開示資料作成） 

情報取扱責任者 

取締役会 

会計監査人 

承認 

情報取扱責任者 

管理部 IR 担当 

(開示資料作成) 

管理部 IR 担当 

開示指示 

情報開示 

開示資料原案 

会計監査 

開示資料 

開示資料原案 

証券取引所（TDnet） 

当社ホームページ掲載 

TDnet で掲載を確認（目視） 

以上 


